
 
 

 

食品関係実習機器の売却に関する一般競争入札公告 

 

食品関係実習機器の売却について、一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則（昭和  32 

年 岐阜県規則第 19 号。以下「規則」という。）第 127 条第１項の規定により公告する。  

令和７年１月２７日  

岐阜県立加茂農林高等学校 

校長 金本 淳  

 

１ 一般競争入札に付する事項  

(1)売却物品の名称及び数量 

１ パルパー・フィニッシャー  大全産業（株） ＳＫ－ＰＦ２－Ｓ型  １台 

２ 洗ビン機 新宅工業（株）ＳＰユニット             １台  

３ 自動充填打栓機  新宅工業（株）ＳＦＣ－８            １台 

４ 気泡洗浄機 （株）新和  ＳＮ-３００              １台 

５ プレヒーター （株）新和  ＳＮＰー２００            １台 

６ 二重釜 （株）サムソン  ＥＫ-２００              １台 

７ 加熱調合タンク （株）新和  ＳＴＫー２００           １台 

８ 加圧輸送ポンプ 花塚ポンプ  ＰＦ６０             １台 

９ 液送ポンプ アサノポンプ  ＭＣＨ２０Ｔ            １台 

10 温ビン機 新宅工業（株）ＳＳＴ－２０００            1 台 

11 殺菌水槽 （株）新和  ＳＫ－１０５０              １台 

12 発酵タンク （株）新和  ＳＴ２００               １台 

13 手指殺菌機 （株）パイオニア風力機  アムスター３０００     １台 

14 熟成タンク 日東金属工業（株） ＣＨＴ－６０            7 台   

15 破砕機 （株）愛豊 ＶＣ―４                  １台 

    16 ろ過機 アドバンティック東洋 ＴＦＤ－２０－４        １台 

    17 遠心分離機  国産遠心器  Ｈ６００               １台 

    18 培養装置  東京理化  ＫＭＪ５０１ＭＧＵ            １台 

(2)売却物品の仕様その他明細 

仕様書のとおり 

   *入札は、1～18 の売却物品について一括して行う。 

(3)履行期限 

 令和７年３月２８日（金）  

(4)引渡場所  

岐阜県立加茂農林高等学校 産振中棟１階 食品プラント実習室(1～16) 

               産振中棟２階 醸造室(17 18) 

 

 



 
 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

 次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号及び第２

項各号に掲げられた者でないこと。 

(2) 岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外) に登載されている者であること｡ 

 (3) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び次の

①から⑨までのいずれにも該当しないこと。 

① 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

② 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所

の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下

同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員

及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人

をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営

又は運営に実質的に関与していると認められる個人又は法人その他の団体（以

下「法人等」という。） 

③ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用してい

ると認められる個人又は法人等 

④ 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴 

力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用す

るなどしていると認められる個人又は法人等 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している

と認められる個人又は法人等 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用

するなどしていると認められる個人又は法人等 

    ⑦ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められる個人又は法人等 

    ⑧ 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を

締結し、これらを利用していると認められる個人又は法人等 

⑨ ②から⑧までのいずれかに該当する者を下請契約、業務の再委託契約、資材

等の購入契約等の相手方とし（⑧に該当する場合を除く。）、県が当該契約の

解除を求めたにもかかわらずこれに従わない個人又は法人等 

(4) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停

止措置要領又は岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参

加資格停止措置を、競争入札参加申込期限日から入札の日までの期間内に受けていな



 
 

いこと。 

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

(6) 岐阜県内に本店、支店又は営業所を有すること。 

(7) 古物営業法（昭和 24 年法律第 108 号）第３条に規定する許可を受けていること。 

 

３ 入札手続に関する事項 

 (1) 担当部局 

   〒505－0027 岐阜県美濃加茂市本郷町３丁目３番１３号 

   岐阜県立加茂農林高等学校 事務室 

   電話 0574－26－1238（直通） 

   E-mail c27343@pref.gifu.lg.jp 

 (2) 入札説明書の交付期間及び交付場所 

  ア 交付期間 

        令和７年１月２７日（月）から令和７年２月３日（月）までの毎日（県の機関

の休日を除く。）午前９時００分から午後４時３０分まで 

    イ 交付場所 

    ３の(1)に同じ。 

 (3)売却物品の現物確認期間及び場所 

 ア 確認期間 

     令和７年１月２７日（月）から令和７年２月３日（月）までの毎日（県の機関の休

日を除く。）午前９時００分から午後４時３０分まで 

 イ 確認場所  岐阜県立加茂農林高等学校 産振中棟１階 食品プラント実習室(1～16) 

                     産振中棟２階 醸造室(17 18) 

※希望日時を事前に３の(1)担当部局に連絡すること。 

(4) 入札参加申込みの方法 

  ア 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書に必要な書類を添付して、

３の(1)まで提出し、一般競争入札への参加を申し込まなければならない。 

  イ 提出期限 令和７年２月５日（水）午後４時００分 

    期限までに入札参加申込書を提出しない場合は、入札に参加することができない。 

    郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信

書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）によ

り申込みを行う場合にあっては、期限までに３の(1)へ到達したものを有効とする。 

  ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和７年２月１０日（月）までに通知する。 

 (5) 入札の日時及び場所 

  ア 日時   令和７年２月１４日（金） 午前１０時００分 

        （入札を郵便又は信書便で行う場合には、令和７年２月１３日（木）午

後４時００分までに上記３の(1)に必着のこと。） 



 
 

イ 場所   岐阜県美濃加茂市本郷町３丁目３番１３号 

         岐阜県立加茂農林高等学校 本館１階 会議室 

 (6) 開札の日時及び場所 

   入札終了後直ちに３の(5)のイの場所において行う。 

 (7) 契約条項を示す場所 

   ３の(1)に同じ。 

 (8) 入札方法等に関する事項 

ア 入札方法 

  入札は、本人又はその代理人が行うこととする。ただし、代理人が入札する場合

には、入札前に委任状を提出するものとする。 

    入札金額は、売却物品(1～18)の総額を記入してください。 

 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 入札保証金及び契約保証金 

  岐阜県会計規則第１１４条各号に該当するときは、免除する。 

ウ 落札者の決定方法 

  落札者は、最高の価格をもって入札した者とする。ただし、入札価格が最高価格

である者が複数ある場合は、くじで落札者を決定する。 

    なお、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、入札者の中に郵

便等による入札を行った者がある場合は、別に定める日時に再度入札を行う。 

エ 入札の無効 

  本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において

虚偽の申込みを行った者のした入札並びに岐阜県会計規則第１３０条各号のいず

れかに該当する入札は、無効とする。 

オ 入札又は開札の中止 

  天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、

これを中止する。入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 

カ 落札の無効 

  落札者が落札決定の通知を受けた日から原則として１週間以内に契約を締結しな

いときは、その落札は、無効とする。 

 

４ その他 

(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

  要（落札者と物品売買契約を締結する。） 



 
 

(3) 電信による入札は、認めない。 

(4)落札者は入札書記載金額の基となった１台ごとの単価内訳書を落札後速やかに提出

すること。 

(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表するこ

とがある。 

(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約

の締結をしないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を

行うものとする。 

(7) 落札者が、入札の日から本契約締結の日までの期間内に、暴力団又は暴力団関係者

（２の（３）の①から⑨までに掲げるものをいう。以下同じ。）に該当することが判

明した場合は、当該落札者と契約を締結しないものとする。 

  また、契約後に暴力団又は暴力団関係者に該当することが判明した場合は、契約を

解除の上、違約金を徴収する。 

(8) 入札等に関する質疑がある場合には、令和７年２月３日（月）午後４時３０分まで

に書面により３の(1)まで提出するものとする。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

 


